
 
 

 

平成 19 年 7 月 17 日 
各  位 

東 京 都 港 区 南 青 山 七 丁 目 3 番 6 号 
株式会社リンク・セオリー・ホールディングス 
代 表 取 締 役 社 長  佐 々 木  力 
(コ ー ド 番 号 ： 3 3 7 3  東 証 マ ザ ー ズ ) 
問合せ先 取締役グループ CFO 大西 秀亜 
T E L  0 3 - 3 4 0 7 - 7 5 0 2 ( 代 表 ) 

 
当社グループに対する訴訟の経過に関するお知らせ 

 
平成 19 年 6 月 25 日に発表いたしました「当社グループに対する訴訟の一部棄却に関するお

知らせ」について、裁判所による一部棄却に対して原告が控訴しましたのでお知らせいたしま

す。 
 
１． 訴訟の概要 
当社の米国子会社 Theory LLC 買収に関連して、当社および当社連結子会社らに忠実義務違

反、詐欺、不当利得、契約違反等があり、これらによって Elie Tahari 氏が自己の持分を不当

に安い価格で売却させられ、それにより 182 百万ドル以上にのぼる損害を被ったとして

ElieTahari 氏および Elie Tahari 2003 Grantor Retained Annuity Trust を原告、当社、上記

当社連結子会社および当社代表取締役佐々木力らを被告とする損害賠償請求訴訟の提起を平

成 18 年 9 月 5 日に受け、平成 18 年 10 月 24 日に訴状の送達を受けました。 
この事件に関してニューヨーク州裁判所は、平成 19 年 6 月 18 日（現地時間）に、Theory 

ブランドに関するロイヤリティ支払い金額が不足しているとする請求を除き、原告による全て

の請求（忠実義務違反、詐欺、不当利得等）を棄却しました。 
 
２． 控訴の内容 
原告がその損害額と主張していた「182 百万ドル以上」のうち 180 百万ドルに相当する請

求をニューヨーク州裁判所が棄却したことに対し、平成 19 年 7 月 9 日（現地時間）に原告は

控訴審に上訴したものです。 
 
３． 今後の見通し 
当社は控訴された請求内容には根拠が全く無いと考えております。原裁判所により審理が継

続するロイヤリティ支払いに関する請求と同様に、法的手続きに則り当社の主張をこれまでど

おり粛々と行ってまいります。 
以  上 


